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１．はじめに

本論文ではソーシャルワーク展開過程の終結局面を，

コミュニティソーシャルワークと見守りを手掛かりに，

援助過程の閉鎖系―開放系，援助関係の限定性―無限

定性の視点から考察していく．

ソーシャルワークには実際の援助を一般化して説明

するために展開過程が設定されている．展開過程は「あ

る目的に向けられた体系的な一連の行為」（高田 1979：

162）であり，たとえば日本ソーシャルワーク学会（2013：

144）は①インテーク，②アセスメント，③プランニン

グ，④インターベンション，⑤モニタリング，⑥エバリュ

エーション，⑦終結，⑧フォローアップ，の8つの局面

から展開過程が構成されているとしている．

これらのことからわかるように展開過程は目的的で

順序があるという特徴をもつ．ただし順序に関しては，

不可逆の一方向直線的ではなく，必要に応じて各局面

に立ち戻ることができると一般的に理解されている．

展開過程からも読み取れるように「すべてのソーシャ

ルワーク・サービスは，ゆくゆくは終わりを迎える」

（Fortune 2009：627）といわれる．しかし，「今日の福

祉サービスの実情を考えると，終結の時期を明確にす

ることが困難な事例が多く存在する」（倉石 1999：101）

ことが指摘されている．たとえば日本ソーシャルワー

ク学会（2013）の示す展開過程では終結のあとにフォ

ローアップが位置づけられている．この点がソーシャ

ルワークの終結をとらえることを難しくする一因であ

ると考えられる．これはソーシャルワーカーがどこま

ですべきか（しているか）というソーシャルワークの

守備範囲に対する問題提起でもある．ここからは，い

ま重要視され実績を重ねてきているコミュニティソー

シャルワークの実践を想定しながら，終結を明確にす

ることが困難となる一因を考察していく．

２．�地域への期待とコミュニティ
ソーシャルワークへの期待

１）�自分らしい暮らしを最後まで続けら
れる地域

厚生労働省は「高齢者の尊厳の保持と自立生活の支

援の目的のもとで，可能な限り住み慣れた地域で，自

分らしい暮らしを人生の最期まで続けることができる

よう，地域の包括的な支援・サービス提供体制（地域

包括ケアシステム）の構築を推進」することとしている．

地域包括ケアシステムは基本的に高齢者を対象として

いるが，高齢者は年齢を基準とした属性だから，年齢

が65歳を超えれば誰でも高齢者というポピュレーショ

ンに包含される．地域包括ケアシステムが「住み慣れ

た地域で最期まで」としていることから，このことは

高齢者になる前の人，つまりすべての人々に一般化さ
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れているといってもよい．実際，地域共生社会の実現

に向けて，障害者や子ども，複合課題にまで対応でき

るよう普遍化していく流れとなってきている．

この地域共生社会については，少子高齢化などの影

響から生活の機能を維持するための支え合いの基盤が

弱まっているとの問題意識のもと，「制度・分野ごとの

『縦割り』や「支え手」「受け手」という関係を超えて，

地域住民や地域の多様な主体が『我が事』として参画

し，人と人，人と資源が世代や分野を超えて『丸ごと』

つながることで，住民一人ひとりの暮らしと生きがい，

地域をともに創っていく社会」を目指すものである．

ここでは地域の構成員が主体となること，人と人，人

と資源が「つながる」ことが強調されている．これは

「つながらない」ことが拡大し，また問題化しているか

らである．たとえば文京区平成28年度文京区障害者（児）

実態・意向調査報告書では知的障害がある人へのイン

タビューの分析結果から「一人もしくは家族との間で

コミュニティが完結してしまいがちであり，地域との

自発的なつながりが希薄であるという課題が浮かび上

がった」ことが指摘されている．この指摘は人と資源

がつながっていたとしても，人と人がつながっていな

いことが課題であると解釈することができる．

ジェネラリスト実践／モデルがソーシャルワークの

説明として一般的に用いられるに伴い，ソーシャルワー

クのつなぐ（リンケージ）機能とソーシャルワーカー

のブローカーの役割が期待されるようになった．当初，

つなぐが意味していたものは人と資源をつなぐことで

あったが，いまコミュニティソーシャルワークの実績

をみれば，人と人とのつながりをもカバーしていると

いえるだろう．とくに人と人とのつながりを「関係」

と言い換えることもできる．

このようにいま，人が生きていくための他者との関

係が強調されている．そしてこの課題に対する社会福

祉の意義も強調されている．それは制度・政策のみな

らず，当然，実践者の1つであるソーシャルワーカーの

意義も問われている．

地域共生社会や地域包括ケアシステムはすべての人

（機関）が自ら主体となって生活しやすい環境をつくり

維持していこうとするものである．このようなことが

わざわざ謳われているのは，可能な限り住み慣れた地

域で，自分らしい暮らしを続けていくことにハードル

がある人もいるからである．地域の構成員である住民

とともに，社会福祉制度サービスやソーシャルワーカー

にはこのハードルを取り除いたり，あるいは低くした

りする役割を担うことが期待されている．

２）�自分らしい暮らしを続けることを支
える実践

可能な限り住み慣れた地域で暮らし続けることが困

難な人々が確実に存在する．そのような人が生活を続

けていくためには，住民だけでなくその人の否定的な

状態・状況を改善する地域福祉コーディネーターなど

の専門職も必要とされる．

東京都社会福祉協議（2017：6）は地域福祉コーディ

ネーターを，「『①個別支援』『②小地域の生活支援の仕

組みづくり・地区社協の基盤づくり』『③小地域では解

決できない課題を解決していく仕組みづくり』という

三つの役割を担い，一定の小地域圏域にアウトリーチ

して，住民と協議して問題解決に取り組む社会福祉協

議会のコミュニティワーカー（専門職）」と定義してい

る．このように地域で実践するソーシャルワーカーは

個人から団体，地域までの様々な対象に直接的あるい

は間接的な支援を展開している．

また大橋（2015：27-28）はコミュニティソーシャルワー

クの機能として，①アウトリーチ型のニーズキャッチ

機能，②家族全体を支援する相談支援機能，③自己実

現型ケア方針の立案機能，④コーディネート機能，⑤

継続的に対人援助する機能，⑥福祉サービス開発機能，

⑦ソーシャルサポートネットワークづくり機能，⑧ピ

アカウンセリング活動の組織化を図る機能，⑨フォー

マルケア確立機能，⑩ソーシャルアドミニストレーショ

ン（市町村社会福祉行政の管理運営）機能，⑪市町村
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地域福祉計画策定機能をあげている．これらの機能は

すべての事例にすべてが当てはまるとか，1人のソー

シャルワーカーがすべての機能を担う必要はないとさ

れる．

地域において個人レベルで「自分らしい暮らしを人

生の最期まで続けること」が目標とされるならば，継

続的に対人援助する機能は重要な機能として位置づけ

られる． 

かつてPerlman（1957=1966：4）は『ソーシャル・

ケースワーク　問題解決の過程』のなかで「ソーシャ

ル・ケースワークは，人々が社会的に機能するあいだ

におこる問題をより効果的に解決することを助けるた

めに福祉機関によって用いられるある過程である」と

あらわした．このような援助の場合，「その人自身が，

問題を明確にとらえていなければならない」（Perlman 

1970=1980：136）．

コミュニティソーシャルワーク実践ではこのような

パターンには当てはまらない事例が少なくない．なぜ

ならアウトリーチが機能の1つとされているからであ

る．アウトリーチによって（あるいはネットワークから）

否定的な状態・状況にある人を発見してその人にアプ

ローチする場合，その人が援助を拒否することが想定

できる．その人はソーシャルワーカーが一方的にクラ

イエントにしようとしているのであって，本人が援助

を了承するつもりどころか必要すら感じていない場合，

本人はクライエントになってない．

また，コミュニティソーシャルワークの事例では問

題の解決に長期間を要する場合や，そもそも解決でき

る問題ではないことも少なくない． 

このようにコミュニティソーシャルワークの実践で

は単純な問題解決のモデルでは説明しきれない事例が

多く存在している．空閑（2012：5）がクライエントの

問題を単に取り除くべきあるいは解消すべきであるも

のとしてのみとらえることは誤りであると指摘するよ

うに，このことはコミュニティソーシャルワークに限

らず一般化しつつある．このような実践の場合，「たと

えすぐに問題解決や状況改善に至らなくても，またた

とえそのかかわりが『援助』というかたちにならなく

ても，クライエントとの関係から『降りない』という

こと，すなわち，それでもクライエントとその状況に『か

かわり続ける』ということ」（空閑 2012：6）がソーシャ

ルワーカーに求められる．

住み慣れた地域での生活を継続することを援助する

ことや，援助というかたちをとらずともかかわり続け

るという姿勢は，ソーシャルワークにおける終結と相

反するのではないのかという疑問が生じる． 

３．援助をとらえる2つの対象

１）援助過程：閉鎖系と開放系

まず援助過程の終結に着目する．前述したように，

ソーシャルワークの展開過程には目的的で柔軟な順序

があるという特徴をもつ．目的的であるという点で終

わりが想定されているはずである．ところが，終結が

見えにくいと指摘されている．この背景には援助過程

をとらえる2つの視点が関係していると考えられる．

Combs（1978=1985：119-131） は 援 助 者 が 人 の 問

題に対処する際に選択できる考え方を閉鎖系（closed 

system）と開放系（open system）の2つの形式に分類

している．これら2つの「系」はどちらが優れていると

いうものではくどちらが適しているかによって選択さ

れる．

まず閉鎖系は「できるだけ明確な用語で最終目標を

定めることによって進行し，それからその目標に達す

るための機構をうちたてる」（Combs =1985：119）も

のである．この特色により目標達成のための手続きが

確立され，目標の達成という基準をもとに評価をする

ことが可能となる．閉鎖系における目標は事前に設定

することが可能な，「べき」や「しなくてはいけない」

というものであり，それゆえにそれが実現しているか



68

東洋大学／福祉社会開発研究　10号（2018年3月）

をチェックすることができる．

一方，開放系は「明確な目標なしに始まる．それは

問題に直面して進行し，それから解決を探し求めるの

であって，解決の性質は前もって明瞭に認識されえな

い」（Combs =1985：119）という思考である．開放系

における目標は事前に設定できない場合も多く，また

一般的な用語でしか規定できない．Combsはソーシャ

ルワーカーによる援助を開放系の思考であると位置づ

けている．

開放系では目標を設定していく作業も一連の流れに

組み込まれている．この点については展開過程のアセ

スメントやプランニングであるといえる．しかし開放

系における目標に対する結果はたとえば「よくなった」

というような一般的なものにしかならないため，それ

を具体的に言語化しなければ評価ができない．目標が

柔軟であるためにどのタイミングで，どのように評価

するかが難しくなる．このように援助が開放系である

以上，終結が明確になりにくいという特徴をもってし

まう．

２）援助関係：限定性と無限定性

次に援助関係の終結に着目する．Pincusら（1977=1980：

134）は援助の終結に向けてソーシャルワーカーがしな

ければならない事項として，変革努力の自己評価，関

係の解消，変革努力の安定化の3つを提示している．こ

こにあげられている関係の解消，つまり援助関係の終

結を提示するために必要な前提が2つある．

まず1つ目はソーシャルワーカーとクライエントそし

て関係する他のシステムとの契約（約束）を前提とし

ていることである．契約は書面に署名したり捺印した

りするフォーマルなものとは限らない．形式がフォー

マルであろうがインフォーマルであろうが，より根本

的にソーシャルワーカーとクライエントの両者が約束

を履行する義務を負っているという点をあらわす用語

である．

そして2つ目は専門職的関係を前提としていることで

ある．ソーシャルワーカーは専門職として社会から認

められることをめざしてきた歴史がある．その過程で

専門職的関係というソーシャルワーカーとクライエン

トとのあいだの関係が考案された．ここでは専門職的

関係を「専門職である援助者と被援助者との契約に基

づいた援助過程実施のための関係で，かつ有期の関係

のことであり，契約によって定められた事由によって

終結可能な関係である」と仮に定義する．

ところが援助関係が本質的に人と人との関係である

ことによって専門職的関係には現実性に限界があると

指摘できる．ソーシャルワーカーの援助とおなじく社

会福祉の援助であるケア（介護）について，市野川（2000：

123-124）はPersons（1951=1974：72-73）の示した役割

規定のパターン変数の1つである限定性（specificity）と

無限定性（diffuseness）をもとに，ケア（介護）が業務

時間に行われるという点で限定性の範疇に入るように

みえるが，実際は業務時間外にもケアを受ける人のこ

とを気づかわなければならない側面をもつという点で

トータルな関係を求められることを指摘している．こ

の点でケア（介護）は限定性と無限定性の両方の性質

をもつといえる．

他の例として，安藤（2017）は里親が家族的文脈と

福祉的文脈の交錯する点に位置づけられるとして，そ

のために限定性が生じ，無限定性を前提とする家族的

文脈とのあいだに葛藤をもたらす可能性を指摘してい

る．さらに限定性を時間的限定性と関係的限定性の2つ

に分けている．

これら限定性と無限定性の論点はソーシャルワー

カーによる援助の場面にも適用されると考えられる．

前述したようにソーシャルワークでは専門職的関係と

いう（少なくとも）二者間の関係が設定されたのであ

るが，その背後にはもう1つの関係が潜在的に存在して

いる．そのもう1つの関係は専門職的関係を設定した際

の説明から読み取ることができる．

Aptekar（1941=1968：52）は専門職業的な関係（専
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門職的関係）には目的的であるという特徴があり，日

常生活における人と人の関係とは異なることを強調し

ている．Pincusら（=1980：104-105）も同様に専門的関

係（専門職的関係）と人と人との関係である個人的関

係を区別している．岡村（1983：142）は人と人との関

係を信頼関係として，目的的な援助関係（専門職的関係）

を設定している．

これら3つの関係に関する考え方はすべて人と人との

関係である個人的関係では専門職の援助関係とはいえ

ないという主張をもっている．そのため援助のための

専門職としての限定的な関係を設定し結ぼうというも

のである．専門職的関係は限定性，個人的関係は無限

定性の性質をもつ．

ソーシャルワークが専門職化をめざした過程とあわ

せて考察すれば個人的関係から専門職的関係へ変革し

たようにみえる．しかし，相手の存在を頭のなかから

消去しない限り無限定性の個人的関係は消すことがで

きないはずである．そのことを考えれば，専門職的関

係の設定により個人的関係が排除されたのではなく，

援助関係が専門職的関係と個人的関係に分解してとら

えられるようになったというだけであり，専門職的関

係の補集合として個人的関係は残り続けていると考え

られる（図１）．つまり2つの関係は「専門職的関係が

あるならば個人的関係がある」という関係性にあると

いえる．

前述したようにAptekar（=1968）は専門職的関係と

個人的関係との差異を強調しているが，一方である程

度友情の特徴をもっていることも認めている．このこ

とは2つの関係の関係性を示している．

専門職的関係が目的的であるように限定性は意図的

に設定されるものである．逆に無限定性は非意図的に

自然と生じてくるもので意図的に消すことは不可能で

ある．しかも援助で扱われる対象は否定的な状態・状

況であるため，心配という関心をもちやすい．

４．開放系・無限定性の援助

１）地域における見守り

見守りは「見守る」という行為とそのしくみや形で

あるから，様々な目的がありうる．また，地域住民を

援助関係

専門職的
関係

個人的
関係

無限定性 限定性

図１　援助関係の分解
出所：筆者作成
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対象とした見守りを想定する場合，見守る人と見守ら

れる人は同じ地域に住んでいるということ以外の属性

に関しては多様になる．このようなことから見守りは

多種多様な形をとり存在していることになる．

小林（2011：303）は「『虚弱』（バルネラブル）な人々」

を対象者とした見守りを想定して，見守りの行為のタ

イプを見守り対象者が緊急状態にある（と考えられる）

場合の「安否確認」と，日常生活状態の確認という意

味での「状況確認」という2つに分類している．この見

守りのタイプは緊急度が軸となっている．

次に見守りの主体（誰が見守るか）に着目して，東

京都福祉保健局高齢社会対策部在宅支援課（以下，東

京都）（2016：3）は高齢者を対象として想定した地域

で行われている見守りの方法を，①緩やかな見守り，

②担当による見守り，③専門的な見守り，の3つに分類

している（表1）．これらの3つの見守り方法は「相互に

機能分担し合っており，見守りが必要な人に合わせて，

様々な組み合わせ」（東京都 2011：3）をとるとしている．

見守りを単純化すると，見守る人と見守られる人の

二者関係になる．実際には見守りネットワークなどと

呼ばれるしくみとして展開されているので二者とは限

らないし，むしろ1人の対象者を多数の人が見守ってい

ることが通常である．

２）専門職による見守り

東京都（2016：4）によれば「地域包括支援センター

や高齢者見守り相談室窓口等の専門機関による定期的

な見守りは，主に対応拒否，家族による虐待，認知症

など，困難な課題を抱えている高齢者等に対して専門

的知識を生かして行う見守り」として専門的見守りが

説明される．

緩やかな見守りは地域住民あるいは民間事業者など

によって「郵便物がたまっているか」など日常生活や

日常業務のなかでさりげなく行われ，必ずしも見守り

対象者を特定する必要がない．担当による見守りは定

期的な見守りが必要な特定の人に対して地域住民の一

部が担当と役割をもって行うものである．専門的見守

りは専門機関の職員による見守りであること，専門知

識を用いること，いわゆる困難事例を対象とすること

で他の見守り方法と区別される．

前述したようには対象者の状態・状況によってこれ

ら3つの見守り方法が単独もしくは組み合わせられて

見守りが実施されていく．見守りはまさに「可能な限

り住み慣れた地域で，自分らしい暮らしを人生の最期

まで続けることができる」ようにするためのサポート

である．ある人に対する見守りが実施されているとき，

緩やかな見守りの場合は「日常」の範囲内での気づき

の程度であるため無限定性であるといってよい．しか

し担当による見守りと専門職による見守りは限定性の

側面ももつようになる．

そして専門職による見守りの場合，たとえば安否確

認など緊急時の対応について，その部分のみ切り取

れば閉鎖系としてとらえることができるが，専門的見

守りとしての状況確認などの定期訪問は開放系である．

また，そもそも見守りという仕組みは「気にかける」「関

表１　見守りの方法

①　緩やかな見守り ・ 地域住民や民間事業者が日常生活，日常業務の中で，いつもと違う，なにかおかしいと感じる人がいたら，
専門の相談機関に相談するなど，地域で緩やかに行う見守り活動．

②　担当による見守り ・ 定期的な安否確認や声掛けが必要な人に対して，民生・児童委員，老人クラブ，住民ボランティアが
訪問するなど，担当を決めて定期的に行う見守り活動．

③　専門的な見守り ・ 認知症，虐待など対応が困難なケース等に対して，地域包括支援センター，高齢者見守り相談窓口等
の専門機関の職員が専門的な知識や技術を持って行う見守り．

出所：東京都福祉保健局高齢社会対策部在宅支援課（2016：3）
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心をもつ」ことが基本にあるため限定性と無限定性の

中間的な性質をもっている．この点で見守りではソー

シャルワーカーの実践でありながら開放系と無限定性

の性質により終結を見出しにくくなっているといえる．

３）関係形成・維持を目的とする援助

見守りの終結しにくさは，見守り対象者の生活を維

持しながら異変をキャッチするという見守りの目的に

起因する．

奥田（2014：65-66）は援助（支援）を問題解決型と

伴走型に分けている．問題解決型は急性期の対処・処

遇を指し，伴走型は関わり始めたそのときから始まる

向き合うこと，関係すること自体を指している．

伴走型は1人の伴走者が関係し続けるのではなく，本

人の状態・状況によって徐々に担い手を変えていくべ

きであるとされる．この点は東京都（2016）の見守り

のとらえ方と一致している．さらに，伴走型は関係自

体が目的となるため，問題が解決しないこと，つまり

否定的な状態・状況の改善がみられない場合でも関係

さえ続いていれば援助の失敗にはならない．この点

で見守りや地域でのソーシャルワーク実践にみられる，

サービスにつながるほどの問題が明確になっていない

クライエントや，そもそも解決などできない問題のあ

るクライエント，サービスを拒否し続けるクライエン

トなどへの援助を理由づけることができる．

このようにもともと開放系・無限定性の性質をもつ

ソーシャルワークのなかで，伴走型と呼ばれるような

援助関係があること自体を援助の目的とする場合があ

り，援助過程の開放系の性質が強くなる．また援助関

係は本質的に人と人との関係であるから，それを目的

とした援助では無限定性の性質も強くなる．さらに見

守りのような伴走型援助は担い手の交代が想定されて

いる．伴走型の援助過程はクライエントからみた援助

の単位である．これらによって地域におけるソーシャ

ルワーク実践の終結がとらえにくくなっていると考え

られる．

５．おわりに

ソーシャルワークの援助のモデルはソーシャルワー

カーとクライエント（として自覚のある人）の二者間

が基本単位となって問題解決をするという一般化がさ

れているため，実践をうまく説明できない場合もある．

とくにソーシャルワーカーによる援助はその過程が開

放系であり，しかもクライエントの否定的な状態・状

況を扱うためクライエントとの関係が無限定性の性質

をもちやすい．このようなことが展開過程における終

結が見えにくくなる一因であると考えられる．
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